
川崎市高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱 

平成２４年４月１日 

２３川ま備第１８９５号市長決裁 

(目的) 

第１条 この要綱は、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促

進するための措置を講じることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、も

って福祉の増進に寄与するため、国の定める地域優良賃貸住宅制度要綱（平成

１９年３月２８日国住備第１６０号）及びその他関連通知等に定めるもののほ

か、必要な事項を定めることを目的とする。 

(供給計画の認定) 

第２条 良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の整備及び管理を行おう

とする者は、当該賃貸住宅の整備及び管理に関する計画（以下「供給計画」と

いう。）を作成し、市長の認定を申請することができる。 

２ 供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１) 賃貸住宅の位置 

(２) 賃貸住宅の戸数 

(３) 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備 

(４) 賃貸住宅の整備に関する資金計画 

(５) 賃貸住宅の入居者の資格に関する事項 

(６) 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項 

(７) 賃貸住宅の管理の方法及び期間 

(８) 賃貸住宅の整備の事業の実施時期 

(認定の基準) 



第３条 市長は、前条第１項の規定による認定の申請があった場合において、当

該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定

をすることができる。 

(１) 賃貸住宅の戸数が、別に定める戸数以上であること。 

(２) 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備（加齢対応構造等であるものを除く。

）が、別に定める基準に適合するものであること。 

(３) 賃貸住宅の加齢対応構造等が、別に定める基準に適合するものであること。 

(４) 賃貸住宅の整備に関する資金計画が、当該整備を確実に遂行するため適切

なものであること。 

(５) 賃貸住宅の管理期間が、別に定める期間以上であること。 

(６) 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者

（別に定める年齢その他の要件に該当する者に限る。）又は当該高齢者と同

居するその配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあ

るものを含む。以下同じ。）とするものであること。 

(７) 賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう

定められるものであること。 

(８) 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、別に定める

基準に従い適正に定められるものであること。 

(９) 賃貸住宅の賃貸人が、賃貸住宅の事業の実施に必要な資力及び信用並びに

これを的確に行うために必要な能力を有する者で、賃貸住宅の管理を委託し、

又は賃貸住宅を転貸する事業を行う者（以下「転貸事業者」という。）に賃

貸する場合にあっては、当該委託を受けて管理を行う者又は転貸事業者が別

に定める基準に適合する者であること。 

(10) 第６号から前号までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が別に定

める基準に適合するものであること。 



(11) 申請を行おうとする者及び委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者又は転貸

事業者（それぞれが法人である場合においては、代表者及び役員）が、暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

(12) 緊急時対応サービス（入居者に対する事故、急病、負傷等に対し、夜間も

含め緊急時に迅速かつ適切に対応するサービス）を提供しうるよう、社会福

祉施設、民間の警備業者等との提携等による一時的対応、医療機関等への緊

急連絡等を行う体制の整備が行われていること。  

(13) 原則として、生活相談サービス（入居者が日常生活を支障なく営むことが

できるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービス

）の体制の整備が行われていること。 

(14) 川崎市高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること。 

２ 前項の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）が、供給計画に定め

る事業着手年月日経過後６月以内に事業に着手しない場合､原則として供給計

画の取り下げがあったものとみなす。 

 (供給計画の認定の通知) 

第４条 市長は、前条第１項の認定をした場合、速やかに、その旨を認定事業者

に通知するものとする。 

(供給計画の変更) 

第５条 認定事業者は、第３条第１項の認定を受けた供給計画（以下「認定計画

」という。）の変更（別に定める軽微な変更を除く。）をしようとする場合、

市長の認定を受けなければならない。 

２ 前２条の規定は、前項の場合について準用する。 

(高齢者向け優良賃貸住宅の配慮入居) 

第６条 認定事業者は、認定計画（変更があったときは、その変更後のも



の。）に基づき整備が行われる又は行われた賃貸住宅（以下「高齢者

向け優良賃貸住宅」という。）の全部又は一部について、別に定める

期間以上第３条第１項第６号に規定する資格を有する入居者が確保で

きない場合、市長の承認を受けて、川崎市地域住宅計画に記載した配

慮入居者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることができる。 

２ 前項の規定により賃貸し、又は転貸事業者に転貸させる場合におい

ては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法（平成３年法律第９０号

）第３８条第１項の規定による建物賃貸借（以下「定期建物賃貸借」

という。）（別に定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。

）としなければならない。 

 （報告の徴収） 

第７条 市長は、認定事業者に対し、高齢者向け優良賃貸住宅の整備又

は管理の状況について報告を求めることができる。 

 （地位の承継） 

第８条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から高齢者向け優良賃

貸住宅の敷地の所有権その他当該高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び

管理に必要な権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該認定事

業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 

 （改善命令） 

第９条 市長は、認定事業者が認定計画に従って高齢者向け優良賃貸住

宅の整備又は管理を行っていないと認める場合、当該認定事業者に対

し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を取るべきことを命

ずることができる。 

 （計画の認定の取消し） 

第１０条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、



計画の認定を取り消すことができる。 

(１) 第６条第２項の規定に違反したとき。 

(２) 前条の規定による命令に違反したとき。 

(３) 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 

２ 第４条の規定は、市長が前項の規定による取消しをした場合につい

て準用する。 

 （整備に要する費用の補助） 

第１１条 市長は、認定事業者に対して、高齢者向け優良賃貸住宅の整

備に要する費用の一部を補助することができる。 

 （家賃の減額に要する費用の補助） 

第１２条 市長は、認定事業者が入居者の居住の安定を図るため高齢者

向け優良賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、当該認定事業者

に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。 

（高齢者向け優良賃貸住宅の用途の廃止） 

第１３条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長

と協議のうえ、高齢者向け優良賃貸住宅としての用途を廃止すること

ができる。 

(１) 災害、老朽化等により高齢者向け優良賃貸住宅として引き続き管理するこ

とが不適当な場合 

(２) 建替えを行うため必要がある場合 

(３) 都市計画事業等を施行するため必要がある場合 

(４) 高齢者向け優良賃貸住宅の一部の用途の廃止は、管理開始後１０年以上経

過し、社会・経済情勢の変化等により空家となり、入居者募集のための処置

を講じたにもかかわらず入居者がないもの 

 （実施の細目） 



第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定

めるところによるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （廃止） 

２ 川崎市高齢者向け優良賃貸住宅認定基準（平成１３年１０月１日１３川ま備

第３２１号。以下「認定基準」という。）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行前に管理開始した住宅の供給計画の認定については、認定基

準の規定は、この要綱の施行後も、なお効力を有する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年３月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年１１月７日から施行する。 


